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茨城町地域防災計画（原子力災害対策計画編）新旧対照表 

現計画 改定（案） 
現計画 

掲載頁 
改定理由 

第１章 総則 
第３節 防災関係機関の処理すべき事務又は業務の大綱 
第３ 県及びその他原子力防災機関の業務 
７ 指定公共機関 
 
（１）東日本電信電話株式会社（茨城支店） 
  （略） 
 

第１章 総則 
第３節 防災関係機関の処理すべき事務又は業務の大綱 
第３ 県及びその他原子力防災機関の業務 
７ 指定公共機関 
 
（１）NTT東日本 株式会社（茨城支店） 
  （略） 

 

5 社名の変更に

伴う修正 

第２章 原子力事前災害対策 
第６節 情報の収集・連絡体制等の整備 
３ 通信手段・経路の多様化 
 
（４）災害時優先電話等の活用 

町は、東日本電信電話株式会社等の電気通信事業者により提供さ 
れている災害時優先電話等を効果的に活用するよう努めるものと 
する。 

  

第２章 原子力事前災害対策 
第６節 情報の収集・連絡体制等の整備 
３ 通信手段・経路の多様化 
 
（４）災害時優先電話等の活用 

町は、NTT東日本 株式会社等の電気通信事業者により提供さ
れている災害時優先電話等を効果的に活用するよう努めるものと
する。 

  

17 社名の変更に

伴う修正 

 第15節 住民に対する防災知識の普及 
  
   町は、国、県及び原子力事業者と連携して、原子力災害の特殊性を

考慮し、住民に対して、平素から原子力の基礎知識及び防災対策に関
する次に掲げる事項について、わかりやすく記述したパンフレット、
ハンドブック、副読本、ビデオ、ホームページ            
__等を作成し、積極的に防災知識の普及に努める。 

 

第15節 住民に対する防災知識の普及 
  
   町は、国、県及び原子力事業者と連携して、原子力災害の特殊性を

考慮し、住民に対して、平素から原子力の基礎知識及び防災対策に関
する次に掲げる事項について、わかりやすく記述したパンフレット、
ハンドブック、副読本、ビデオ、ホームページ、スマートフォンアプ
リ等を作成し、積極的に防災知識の普及に努める。 

 

27 新たな情報伝

達手段の追加 

第３章 緊急事態応急対策 
第７節 情報収集・広報 

 ３ 広報の基本方針 
   

情報の伝達手段は、防災行政無線、ホームページ、          
________広報車等を広報対象及び内容に応じて効果的・効率的に活用
し、広報文例に従い繰り返し広報することとする。 

 

第３章 緊急事態応急対策 
第７節 情報収集・広報 

 ３ 広報の基本方針 
   

情報の伝達手段は、防災行政無線、ホームページ、スマートフォン
アプリ、広報車等を広報対象及び内容に応じて効果的・効率的に活用
し、広報文例に従い繰り返し広報することとする。 

 

42 新たな情報伝

達手段の追加 

第３章 緊急事態応急対策 
第７節 情報収集・広報 

 4 町の行う広報 
   
（２）町長は、防災行政無線、ホームページ、              

広報車、掲示板、広報紙等できる限りの手段を用いて広報の徹底を
図るものとする。 

 

第３章 緊急事態応急対策 
第７節 情報収集・広報 

 4 町の行う広報 
   
（２）町長は、防災行政無線、ホームページ、スマートフォンアプリ、

広報車、掲示板、広報紙等できる限りの手段を用いて広報の徹底を
図るものとする。 

 

43 新たな情報伝

達手段の追加 

資料４ 
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現計画 改定（案） 
現計画 

掲載頁 
改定理由 

第３章 緊急事態応急対策 
第８節 避難・屋内退避 
１ 避難、屋内退避等の指標 
 

基準の種類 基準の概要 初期設定値 注１） 防護措置の概要 

OIL １ 

地表面からの放射線、再浮遊し

た放射性物質の吸入、不注意な

経口摂取による被ばく影響を防

止するため、住民等を数時間内

に避難や屋内退避等させるため

の基準 

500μSv/h（地上

１ｍで計測した

場合の空間放射

線量率 注２）） 

数時間内を目途に区域を

特定し、避難等を実施。（移

動が困難な者の一時屋内

退避を含む。） 

OIL ２ 

地表面からの放射線、再浮遊し

た放射性物質の吸入、不注意な

経口摂取による被ばく影響を防

止するため、地域生産物 注３）の

摂取を制限するともに、住民等

を１週間程度内に一時移転させ

るための基準 

20μSv/h（地上１

ｍで計測した場

合の空間放射線

量率 注２）） 

１日内を目途に区域を特

定し、地域生産物の摂取を

制限するとともに、１週間

程度内に一時移転を実施 

 

注２）本値は地上１ｍで計測した場合の空間放射線量率である。実際の
適用に当たっては、空間放射線量率計測機器の設置場所における線
量率と地上１ｍでの線量率との差異を考慮して、判断基準の値を補
正する必要がある。                               

                                              

                                               

                                                    
                                     ＿_ 
                                      ____ 

                                       _ 

第３章 緊急事態応急対策 
第８節 避難・屋内退避 
１ 避難、屋内退避等の指標 

  

基準の種類 基準の概要 初期設定値 注１） 防護措置の概要 

OIL １ 

地表面からの放射線、再浮遊し

た放射性物質の吸入、不注意な

経口摂取による被ばく影響を防

止するため、住民等を数時間内

に避難や屋内退避等させるため

の基準 

500μSv/h（地上

１ｍで計測した

場合の空間放射

線量率 注２）） 

数時間内を目途に区域を

特定し、避難等を実施。（移

動が困難な者の一時屋内

退避を含む。） 

OIL ２ 

地表面からの放射線、再浮遊し

た放射性物質の吸入、不注意な

経口摂取による被ばく影響を防

止するため、地域生産物 注３）の

摂取を制限するともに、住民等

を１週間程度内に一時移転させ

るための基準 

20μSv/h（地上１

ｍで計測した場

合の空間放射線

量率 注２）） 

１日内を目途に区域を特

定し、地域生産物の摂取を

制限するとともに、１週間

程度内に一時移転を実施 

 

注２）本値は地上１ｍで計測した場合の空間放射線量率である。実際の
適用に当たっては、空間放射線量率計測機器の設置場所における線
量率と地上１ｍでの線量率との差異を考慮して、判断基準の値を補
正する必要がある。OIL1 については緊急時モニタリングにより得
られた空間放射線量率（１時間値）が OIL1 の基準値を超えた場
合、OIL2 については、空間放射線量率の時間的・空間的な変化を
参照しつつ、緊急時モニタリングにより得られた空間放射線量率
（１時間値）が OIL2 の基準値を超えたときから起算しておおむね
１日が経過した時点の空間放射線量率（１時間値）が OIL2 の基準
値を超えた場合に、防護措置の実施が必要であると判断する。 

 

45 原子力災害対

策指針との整

合を図るため 

第３章 緊急事態応急対策 
第９節 要配慮者への対応 
１ 広報 

 

町は、県と連携し、視聴覚障がい者、外国人に配慮し、報道機関、
語学ボランティアの協力を得て、テレビ、ラジオ、ホームページ  
＿＿＿＿＿＿＿＿＿等を活用して、字幕や文字放送、外国語放送等に
よる情報提供を行う。 

 

第３章 緊急事態応急対策 
第９節 要配慮者への対応 
１ 広報 

 

町は、県と連携し、視聴覚障がい者、外国人に配慮し、報道機関、
語学ボランティアの協力を得て、テレビ、ラジオ、ホームページ、ス
マートフォンアプリ等を活用して、字幕や文字放送、外国語放送等に
よる情報提供を行う。 

 

51 新たな情報伝

達手段の追加 
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現計画 改定（案） 
現計画 

掲載頁 
改定理由 

第３章 緊急事態応急対策 
第 13 節 防災業務関係者の安全確保 
１ 防災業務関係者の安全確保 

町は、防災業務関係者が被ばくする可能性のある環境下で活動す 
る場合には、原子力災害対策本部（又は現地災害対策本部）及び現
場指揮者との連携を密にし、適切な被ばく管理を行うとともに、災
害特有の異常な心理下での活動において冷静な判断と行動が取れる
よう配慮するものとする。 
また、二次災害発生の防止に万全を期するため、被ばくする可  

能性のある環境下で作業する場合の防災業務従事者相互の安全チェ
ック体制を整えるなど、安全管理に配慮するものとする。 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
＿＿＿＿＿＿＿ 

 
２ 防災対策 

①（略） 
②（略） 

 
３ 防災業務関係者の放射線防護 

①防災業務関係者の放射線防護については、あらかじめ定められた
緊急時の防災関係者の放射線防護にかかる基準に基づき行うもの
とする。 

② 町は、県と連携して職員の被ばく管理を行うものとする。 
③ 町の放射線防護を担う班は、対策拠点施設等において、必要に応
じ県など関係機関に対し除染等の医療措置を要請するものとす
る。 

④ 町は、応急対策活動を行う町の防災業務関係者の安全確保のため
の資機材を確保するものとする。 

⑤ 町は、応急対策を行う職員等の安全確保のため、対策拠点施設等
において、国、県及び原子力事業者と相互に密接な情報交換を行
うものとする。 

 

第３章 緊急事態応急対策 
第 13 節 防災業務関係者の安全確保 
１ 防災業務関係者の安全確保 
（１）被ばくの可能性がある環境下で活動する防災業務関係者が属する

組織は、国があらかじめ定めた緊急事態応急対策を行う防災業務関
係者の放射線防護に係る基準を適用する、又は同基準を参考とし
て、当該防災業務関係者の放射線防護に係る指標をあらかじめ定め
ておくものとされている。また、被ばくの可能性がある環境下での
活動を要請された組織は、上記の基準を参考として、要請した組織
と協議して同指標を定めることができるものとされている。 
本県における被ばくの可能性がある環境下で活動する防災業務
関係者の属する組織は、原子力災害対策指針に示される放射線業
務従事者の平時における被ばく限度である実効線量で５年間につ
き 100mSv かつ１年間につき 50mSv（ただし、人命救助等緊急や
むを得ない活動に従事する場合に限り、緊急作業に従事する者の
被ばく限度を参考とし、実行線量で 100mSv）を参考として、あら
かじめ指標を定めておくこととする。 

（２）また、当該防災業務関係者が属する組織は、当該防災業務関係者
の被ばく線量を管理し、健康管理に特段の配慮を行うものとする。
被ばくの可能性がある環境下での活動を要請した組織は、当該防災
業務関係者が属する組織が実施する被ばく線量の管理や健康管理
を支援する。 

  
２ 防災対策 
（１）（略） 
（２）（略） 

 
３ 防災業務関係者の放射線防護 
（１）被ばくの可能性がある環境下で活動する防災業務関係者の放射線

防護は、上記１(１)の基準又は指標に基づき、原則として各機関独自
で行うものとするが、これが困難な場合、町は、県や防災関係機関と
協力して、被ばくの可能性がある環境下で活動する防災業務関係者
が属する組織が行う放射線防護を支援するものとする。 

  （２）町は、被ばくの可能性がある環境下で活動する職員の安全確保の
ため、オフサイトセンター等において、国、県、所在・関係周辺市町
村及び原子力事業者等と相互に密接な情報交換を行うものとする。 

        ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

   ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

    ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

    ＿＿＿＿＿＿＿ 

57 県計画との整

合を図るため 

第４章 原子力災害中長期対策 
第５節 広報  

第４章 原子力災害中長期対策 
第５節 広報 

60 新たな情報伝

達手段の追加 
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現計画 改定（案） 
現計画 

掲載頁 
改定理由 

 
  特に、農林水産業、商工業、観光業等への風評被害を防止するため
に、国、県と連携し、テレビ、ラジオ、ホームページ、       
     広告、SNS 等を用いた広報を行うとともに、主要市場、関
係団体等への職員の派遣、街頭での周知宣伝等を通じ、各種安全宣言
の周知活動やイメージ回復のためのキャンペーンを行うものとする。 

 

  

  特に、農林水産業、商工業、観光業等への風評被害を防止するため
に、国、県と連携し、テレビ、ラジオ、ホームページ、スマートフォ
ンアプリ、広告、SNS 等を用いた広報を行うとともに、主要市場、関
係団体等への職員の派遣、街頭での周知宣伝等を通じ、各種安全宣言
の周知活動やイメージ回復のためのキャンペーンを行うものとする。 

 

 


